
深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 整 備 事 業 実 施 要 綱  

 

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ４ 日 福 祉 健 康 部 長 決 裁  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 障 害 者 及 び 障 害 児 （ 以 下 「 障 害 者 等 」

と い う 。）の 重 度 化 ・ 高 齢 化 や「 親 亡 き 後 」を 見 据 え 、障 害

者 等 が 住 み 慣 れ た 地 域 で 安 心 し て 暮 ら し 続 け ら れ る よ う 、

地 域 の 事 業 者 が 機 能 を 分 担 し て 面 的 な 支 援 を 行 う 体 制 等 の

整 備 を 推 進 し 、 障 害 者 等 の 生 活 を 地 域 全 体 で 支 え る サ ー ビ

ス 提 供 体 制 の 整 備 を 図 る た め 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と

す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 」 と は 、 障

害 福 祉 サ ー ビ ス 等 及 び 障 害 児 通 所 支 援 等 の 円 滑 な 実 施 を 確

保 す る た め の 基 本 的 な 指 針 （ 平 成 １ ８ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第

３ ９ ５ 号 ） 第 二 の 三 に 規 定 す る 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 （ 面 的

な 体 制 で あ っ て 、 地 域 に お け る 複 数 の 事 業 所 が 第 ４ 条 で 掲

げ る 機 能 を 分 担 す る こ と に よ り 障 害 者 等 を 支 援 す る も の に

限 る 。） を い う 。  

（ 実 施 主 体 ）  

第 ３ 条  深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 整 備 事 業 の 実 施 主 体 は 、

深 谷 市 と す る 。 た だ し 、 市 長 は 、 適 切 な 事 業 運 営 が 確 保 で

き る と 認 め ら れ る 事 業 者 等 に 対 し 、 事 業 の 一 部 又 は 全 部 を

委 託 す る こ と が で き る 。  

（ 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 ）  

第 ４ 条  地 域 生 活 支 援 拠 点 等 に お け る 機 能 は 、 次 に 掲 げ る と

お り と す る 。  

（ １ ）  相 談  緊 急 時 の 支 援 が 見 込 め な い 世 帯 を 事 前 に 把

握・登 録 し た う え で 、連 絡 体 制 を 確 保 し 、障 害 の 特 性 に 起

因 し て 生 じ た 緊 急 の 事 態 等 に 必 要 な サ ー ビ ス の コ ー デ ィ

ネ ー ト や 相 談 、 そ の 他 必 要 な 支 援 を 行 う 機 能  

（ ２ ）  緊 急 時 の 受 入 れ ・ 対 応  短 期 入 所 等 を 活 用 し た 緊

急 時 の 受 入 体 制 等 を 確 保 し た う え で 、 介 護 者 の 急 病 や 障

害 者 の 状 態 変 化 等 の 緊 急 時 の 受 入 れ や 医 療 機 関 へ の 連 絡

等 必 要 な 対 応 を 行 う 機 能  

（ ３ ）  体 験 の 機 会 ・ 場 の 提 供  地 域 移 行 支 援 や 親 元 か ら

の 自 立 等 に 当 た っ て 、 共 同 生 活 援 助 等 の 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス の 利 用 や 一 人 暮 ら し の 体 験 の 機 会 ・ 場 を 提 供 す る 機 能  



（ ４ ）  専 門 的 人 材 の 確 保 ・ 養 成  医 療 的 ケ ア が 必 要 な 者

や 行 動 障 害 を 有 す る 者 、 高 齢 化 に 伴 い 重 度 化 し た 障 害 者

等 に 対 し 、 専 門 的 な 対 応 の 体 制 確 保 や 専 門 的 な 対 応 が で

き る 人 材 の 養 成 を 行 う 機 能  

（ ５ ）  地 域 の 体 制 づ く り  地 域 の 様 々 な ニ ー ズ に 対 応 で

き る サ ー ビ ス 提 供 体 制 の 確 保 や 、 地 域 の 社 会 資 源 の 連 携

体 制 の 構 築 等 を 行 う 機 能  

（ 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う 事 業 所 の 登 録 等 ）  

第 ５ 条  前 条 に 掲 げ る 機 能 を 担 お う と す る 者 は 、 深 谷 市 地 域

生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 登 録 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 、 地 域

生 活 支 援 拠 点 等 を 担 う 事 業 所 で あ る こ と を 規 定 し た 運 営 規

程 を 添 え て 、 市 長 に 申 請 す る も の と す る 。  

  な お 、 申 請 に あ た っ て は 、 次 の 項 目 等 に つ い て 事 前 に 協

議 し 、 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 整 備 の 方 向 性 を 共 有 す る も の

と す る 。  

（ １ ） 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 整 備 状 況 の 確 認 と 整 備 促 進 に お

け る 課 題 等  

（ ２ ） 実 際 に 支 援 を 行 う 場 合 の 連 携 方 法 等  

（ ３ ） 拠 点 関 係 機 関 と の 連 携 担 当 者 の 配 置  

（ ４ ） 整 備 状 況 の 公 表 に 係 る 周 知 方 法 等  

２ 市 長 は 前 項 の 申 請 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適

当 と 認 め た も の に つ い て 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う

事 業 所 と し て 登 録 を 行 い 、 深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業

所 登 録 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 、 そ の 旨 を 通 知 す

る も の と す る 。  

３  市 長 は 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う 事 業 所 を 深 谷 市

地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 名 簿 に よ り 整 備 し 、 公 表 を 行 う

も の と す る 。  

４  地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う 事 業 所 は 、 当 該 登 録 に

係 る 申 請 事 項 に 変 更 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 深 谷 市 地 域

生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 登 録 変 更 届 出 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 市

長 に 届 け 出 る も の と す る 。  

５  市 長 は 前 項 の 届 出 を 受 け た と き は 、 当 該 事 業 所 に 係 る 深

谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 名 簿 の 記 載 内 容 を 変 更 す る

と と も に 、 深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 登 録 変 更 通 知

書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。  

６  地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う 事 業 所 は 、 当 該 登 録 を

廃 止 又 は 休 止 す る と き は そ の １ 月 前 ま で に 、 休 止 し た 当 該

地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う 事 務 所 を 再 開 し た と き は



再 開 後 １ ０ 日 以 内 に 、 深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 廃

止 （ 休 止 ・ 再 開 ） 届 出 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 届 け 出 る も の と

す る 。  

７  地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う 事 業 所 が 、 地 域 生 活 支

援 拠 点 等 に 係 る 報 酬 の 算 定 を す る と き は 、 そ の 趣 旨 や 担 う

役 割 を 十 分 に 理 解 し 、 適 切 な 運 用 を 図 る よ う 留 意 す る も の

と す る 。  

８  地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う 事 業 所 は 、 実 施 し た 事

業 の 内 容 の 記 録 を 作 成 の う え 、 ５ 年 間 保 存 し 、 実 施 主 体 等

か ら 求 め が あ っ た 場 合 は 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 ６ 条  地 域 生 活 支 援 拠 点 等 の 機 能 を 担 う 事 業 所 の 職 員 又 は

職 員 で あ っ た 者 は 、 業 務 上 知 り 得 た 利 用 者 及 び そ の 家 族 の

個 人 情 報 に つ い て は 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成

１ ５ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） そ の 他 関 係 法 令 等 を 遵 守 し 、 適 正 に

取 り 扱 う も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に お い て 定 め る も の の ほ か 、 事 業 の 実 施 に

つ い て 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 １ 月 ７ 日 決 裁 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ７ 年 ３ 月 ２ ７ 日 決 裁 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様 式 第 １ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 
深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 登 録 申 請 書  

 
                    年   月   日   
 

深 谷 市 長  様  
 
               申 請 者 （ 設 置 者 ）  
                 所 在 地  
                 事 業 者 名  
                 代 表 者 名             
 
 
 深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 実 施 要 綱 第 ５ 条 第 １ 項 の 規

定 に 基 づ き 、 拠 点 事 業 を 行 う 事 業 所 を 登 録 し た い の で 、 次 の

と お り 関 係 書 類 を 添 え て 申 請 し ま す 。  
事 業 所 の 名 称   
事 業 所 の 所 在 地   
事 業 所 の 電 話 番 号   

事 業 所 番 号   
事 業 の 種 類   

地 域 生 活 支 援 拠 点

等 と し て 担 う 機 能  

 １  相 談  

 ２  緊 急 時 の 受 入 れ ・ 対 応  

 ３  体 験 の 機 会 ・ 場  

 ４  専 門 的 人 材 の 確 保 ・ 養 成  

 ５  地 域 の 体 制 づ く り  

地 域 生 活 支 援 拠 点

等 と し て 担 う 機 能

（ 加 算 ）  

 

市 と の 事 前 協 議 日  年   月   日  
連 携 及 び 調 整 に 従

事 す る 者 の 氏 名  
 

開 始 予 定 年 月 日  年   月   日  
添 付 書 類 ： 運 営 規 程  



様 式 第 ２ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

第      号   

年   月   日   

 

          様  

 

 

深 谷 市 長            

 

 

深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 登 録 決 定 通 知 書  

 

  年   月   日 付 け で 申 請 の あ り ま し た 事 業 所 の 登 録 に

つ い て 、 深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 整 備 事 業 実 施 要 綱 第 ５ 条

第 ２ 項 の 規 定 に よ り 次 の と お り 決 定 し ま し た の で 、 同 項 の 規

定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

事 業 所 の 名 称   

事 業 所 の 所 在 地   

事 業 所 の 電 話 番 号   

事 業 所 番 号   

事 業 の 種 類   

地 域 生 活 支 援 拠 点

等 と し て 担 う 機 能  
 

１  相 談  

２  緊 急 時 の 受 入 れ ・ 対 応  

３  体 験 の 機 会 ・ 場 の 提 供  

４  専 門 的 人 材 の 確 保 ・ 養 成  

５  地 域 の 体 制 づ く り  

地 域 生 活 支 援 拠 点

等 と し て 担 う 機 能

（ 加 算 ）  
 

開 始 年 月 日  年   月   日  

 



様 式 第 ３ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 登 録 変 更 届 出 書  

 

 年   月   日   

 

 深 谷 市 長  様  

 

               届 出 者 （ 設 置 者 ）  

                 所 在 地 

                 事 業 者 名  

                 代 表 者 名  

 

深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 整 備 事 業 実 施 要 綱 第 ５ 条 第 ４ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 登 録 内 容 を 変 更 し た の で 届 け 出

ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

登 録 内 容 を  

変更した事業所 

名 称   

所在地  

変 更 内 容 及 び 理 由  

【 内 容 】  

 

 

 

【 理 由 】  

 

 

 

変 更 年 月 日  年   月   日  



様 式 第 ４ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

第      号   

年   月   日   

 

          様  

 

 

深 谷 市 長            

 

 

深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 登 録 変 更 通 知 書  

 

  年   月   日 付 け で 届 け 出 の あ り ま し た 事 業 所 の 登 録

に つ い て 、 深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 整 備 事 業 実 施 要 綱 第 ５

条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 次 の と お り 決 定 し ま し た の で 、 同 項 の

規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 

事 業 所 の 名 称   

事 業 所 の 所 在 地   

事 業 所 の 電 話 番 号   

事 業 所 番 号   

事 業 の 種 類   

変 更 内 容   

変 更 年 月 日  年   月   日  

 

 

 

 

 

 



様 式 第 ５ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

 

深 谷 市 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業 所 廃 止 （ 休 止 ・ 再 開 ） 届 出 書  

 

  

                    年   月   日   

 

 深 谷 市 長  様    

 

               届 出 者 （ 設 置 者 ）  

                 所 在 地 

                 事 業 者 名  

                 代 表 者 名  

 

 

次 の と お り 事 業 の  廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開  を し ま し た の で 届

け 出 ま す 。  

 

廃 止・休 止・再 開  

す る 事 業 所  

名 称   

所 在 地   

事 業 の 種 類   

事 業 所 番 号   

廃 止 ・ 休 止 ・ 再 開 す る 年 月 日  年    月    日  

廃 止 ・ 休 止 す る 理 由  
 

現 に 地 域 生 活 支 援 拠 点 等 事 業

に て 受 け 入 れ て い る 者 に 対 す

る 措 置  

（ 廃 止 ・ 休 止 し た 場 合 の み ）  

 

休 止 予 定 期 間  

（ 休 止 の 場 合 の み ）  

年   月   日 か ら  

年   月   日 ま で  

 


